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７．一般化時間による交通結節点の乗り換え利便性の評価マニュアル（案） 

 

 

 交通結節点において他の交通機関へ乗り継ぐには、通路や階段、エスカレーター等を経由す

るが、階段利用やエスカレーター利用の場合は水平歩行の場合と比較して移動負担感は大きく

なる。したがって、移動時間が短い場合でも、上下移動を強いられる場合は乗り換えに伴う負

担感は大きくなる。 

そこで本マニュアルでは、一般化時間を用いて交通結節点の乗り換え利便性の評価を行う手

法を示す。一般化時間とは、階段やエスカレーター等を利用して移動した場合に感じる心理的・

肉体的負担を時間換算して加味することにより、乗り換え利便性を一元的に定量化するもので

ある。 

たとえば階段を上るのに 20 秒を要した場合は、同じ時間を水平歩行した場合と比べ、大きな

疲労や移動に対する抵抗感を感じ、肉体的や心理的な負担も大きくなる。一般化時間とは、こ

の階段を上るのに費やした 20 秒に対し、1 以上の係数を乗じて実際の所要時間に肉体的・心理

的負担感を加味した時間に換算する。この係数は等価時間係数と呼ばれ、階段上り・下り、エ

スカレーター上り・下りといった移動形態別の肉体的・心理的負担を示すものであり、主に水

平歩行した場合の負担感との比により示される。 

さらに、本マニュアルでは階段利用等の直接的な乗り換え行動を扱うだけでなく、情報提供・

待ち空間の上屋等の施設の有無や歩行者錯綜部の通過といった乗り換えに関わる心理的負担に

ついても時間換算し、定量的評価を行う。 

 

 階段やエスカレーターを利用する場合、移

動に伴う心理的・肉体的負担感を水平歩行し

た場合と同等になるように時間換算し、あら

ゆる移動形態の所要時間を水平歩行の所要時

間に変換する。これを「一般化時間」とし、

移動形態別に水平歩行を基準とした係数（等

価時間係数）を設定し、これを所要時間に乗

じて求められる。このように異なる移動形態

においても一元的に定量化することができる。 

また、図 7-1 に示すように経路案内がない

場合の損失やバス乗り場に上屋がない場合に

感じる心理的負担も時間換算し、乗り換え利便性の評価に加える。 

一般化時間は、乗り換え経路上にある階段上り・下り等の移動形態別の所要時間を水平歩行

に換算した時間と、情報提供や待ち空間の上屋の有無により生じる損失時間・心理的負担時間

で構成されるものであり、算定式は式(7.1)のとおり示すことができる。 

 
図 ７-１ 乗り換え経路の一般化時間の捉え方

 

７-１ 一般化時間による交通結節点の評価方法         

 

（1 ）評価方法の概要 

 

（2 ）一般化時間とは 
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Ｇ（一般化時間） ＝∑（Ｗｎ × Ｔｎ）＋∑Ｉｎ             （7.1） 
 

 

 

 

 

ａ）等価時間係数（Ｗｎ） 

等価時間係数とは、乗り換え経路を構成す

る水平歩行、階段上り、エスカレータ上りと

いった個々の移動形態における所要時間と移

動に伴う肉体的・心理的負担感を、一元的に

変換するための係数を指す。水平歩行を基準

とする等価時間係数は、図 7-2 に示すとおり

水平歩行による肉体的・心理的負担感が 1.0

となり、その他の移動形態の負担感の程度を

水平歩行と比較して決定されるものである。 

表 7-1 は等価時間係数を設定すべき移動形

態を示したものである。必要に応じて表中に

ない移動形態も等価時間係数を設定してもよ

い。また、例えば高齢者にとっては階段での上下移動がとくに大きな負担となるように、等価

時間係数は年齢別や移動目的別によって異なる値を示す。したがって、利用者属性別に等価時

間係数を設定する必要がある。 

 

表  ７-１ 移動形態別負担感の設定項目 

 

 

ｂ）所要時間の一般化時間への換算 

所要時間の一般化時間への換算値は、階段やエスカレーターを利用した場合の所要時間に、

移動に伴う肉体的・心理的負担感を加味して水平歩行した場合の時間に換算したものである。

肉体的・心理的負担を加味するための時間換算にあたっては、移動形態別・利用者属性別に設

定される等価時間係数を実際の所要時間に乗じて算定する。 

 

 

ｃ）損失時間および心理的負担時間（Ｉｎ） 

動く歩道を利用することによる
水平移動時の肉体的・心理的
負担感の低減量

  （Wl-Waw）

階段上り、エスカレータ上りの水平移動
に対する肉体的・心理的負担の増加量
（移動形態間の等価時間係数の差）

階段上りに対するエスカ
レータ利用の肉体的・
心理的負担の低減量

（Ws-We）

等価時間
係数（W）

2.0

1.0

水平移動 動く歩道
（乗ったまま利用）

階段上り エスカレーター
上り

Wl

Ws

We

Waw

図  ７-２ 等価時間係数の概念図 

 水平移動 上下移動 待ち 

基本的な移動 ・水平歩行 

 

・階段上り 

・階段下り 

・立位（電車待ち） 

・立位（踏切や信号待ち） 

・座位（ベンチでの待ち） 

歩行支援施設を

含めた移動 

・ 動く歩道 

（立ったまま利用、歩いて利用）

・ エスカレータ上り 

（立ったまま利用、歩いて利用）

・ エスカレータ下り 

（立ったまま利用、歩いて利用）

 

Ｇn：水平歩行に置き換えた時間（一般化時間） 

Ｗn：移動形態・利用者属性別に一般化時間化するための係数（等価時間係数） 

Ｔn：移動形態・利用者属性別の所要時間（実態調査による） 

Ｉn：情報提供の有無、利用施設の形態、錯綜空間通過に伴う損失や心理的負担の時間換算値 

所要時間の一般化時間への換算値 損失時間・心理的負担時間 
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損失時間や心理的負担時間とは、経路案内や接近情報・遅延情報がないことによる損失や上

屋がない待ち空間、立体駐車場等の階上部の利用、歩行者錯綜区間の通過による心理的負担を

時間換算した値である。損失・心理的負担時間を考慮する項目は図 7-3 に示すとおりである。

図 7-3 に示した項目以外でも、必要に応じて損失･心理的負担時間の対象とする項目として追加

してもよい。 

損失時間や心理的負担時間は移動目的別・年齢別で異なった値を示すため、利用者属性別の

値を把握する必要がある。なお、移動目的が通勤の場合は、乗り換え経路案内や定常的な所要

時間の情報は必要ないため、評価対象から外している。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  ７-３ 損失・心理的負担時間の設定項目 

 

（3 ）一般化時間の取り扱い 
 一般化時間による乗り換え利便性の評価

を行う際は、ある交通機関から別の交通機

関に乗り継ぐまでの経路を評価対象とする。 

図 7-4 に示すようなバス停から鉄道ホー

ムまでの乗り換え経路の場合、乗り換え行

動を５つの移動区間に区分できる。これら

各々の移動区間に対して所要時間を計測し、

当該の等価時間係数を乗じて一般化時間

（Ｇ1～Ｇ5）を算出して合計したものが「バ

ス停から鉄道ホームまでの乗り換え経路」

の一般化時間（Ｇ）である。  

評価対象とする乗り換え経路の移動時間

を一般化時間に換算するには、次の要点に基づいて算出することとする。 

 

 

  Ｇ ＝ Ｇ1 + Ｇ2 + Ｇ3 + Ｇ4 + Ｇ5 
 

Ｇ:乗り換え経路全体(バス停から鉄道ホームまで)の一般化時間 

Ｇ1：バス停から階段間の一般化時間 

Ｇ2：階段上りの一般化時間 

Ｇ3：駅ターミナル内の水平歩行区間の一般化時間 

Ｇ4：階段下りの一般化時間 

Ｇ5：ホーム上の水平歩行区間の一般化時間 

 

図  ７-４ 一般化時間把握に関わる概念図 

①乗り換え情報提供の有無によ

る損失時間 

②駅前広場等での利用施設形態

に関わる心理的負担時間 

③歩行者錯綜空間の通過に関わ

る心理的負担時間 

乗り換え経路に関する情報がないことによる損失時間 

運行車両の接近・遅延等の情報がないことによる損失時間 

定常時の運行所要時間や優先座席位置案内等の情報がないことによ
る損失時間

待ち空間に上屋がないことによる心理的負担時間 

立体駐車場における階上部の利用による心理的負担時間 

立体駐輪場における階上部の利用による心理的負担時間 

送迎用自動車乗降場がないことによる心理的負担時間 

進行方向交差型の錯綜空間通過に伴う心理的負担時間 

進行方向対面型の錯綜空間通過に伴う心理的負担時間 
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・ 乗り換え経路を構成する個々の移動区間に対して、一般化時間を算出する。 

・ それらを合計し、乗り換え経路全体の一般化時間を求め、利便性評価を行う。 

・ 一般化時間は移動目的別、年齢別等の利用者属性別に算定される。 

 

したがって、利用者属性がｊであり、乗り換え経路をｎ個の移動区間に区分した場合、式(7.1)

は以下のとおり示すこともできる。 

 

   （7.2） 

 

Ｇj ：利用者属性がｊの場合の乗り換え経路全体の一般化時間 
gji  ：利用者属性が j の場合の i 番目の区間における一般化時間 
Ｗji：利用者属性がｊの場合の i 番目の区間における等価時間係数 
Ｔji：利用者属性がｊの場合の i 番目の区間における移動の所要時間（実態調査等による） 
Ｉji：利用者属性がｊの場合の i 番目の区間における損失時間および心理的負担時間 

・乗り換えに関わる情報提供がない場合の損失時間 
・駅前広場等での利用施設の形態(上屋がない待ち空間、立体駐車場等)に対する心理的負

担の時間換算値 
・歩行者錯綜空間の通過に伴う心理的負担の時間換算値 

 

 

 

 

 

 

 

∑ ∑ ∑+×==
i i i

jijijijij ITWgG )((一般化時間）
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７-２ 一般化時間の算定方法 
 

（1 ）一般化時間の算出手順 
 交通結節点の乗り換え利便性の評価に用いる一般化時間の算出は、以下の手順で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり、一般化時間を算出するには実測調査が必要である。次頁以降に各調査の概要を

示す。 

 

 

 

 

 

ステップ２ 評価対象経路の所要時間調査および歩行者交通量調査 

２.１ 評価対象経路の区間別の所要時間（Ｔｎ）の計測 

２.２ 混雑箇所における歩行者交通量の計測 

【参考】 等価時間係数や損失時間・心理的負担時間の設定 

① 等価時間係数の設定 

② 損失時間・心理的負担時間の設定 

ステップ１ 評価対象経路における施設等の立地状況調査 

1.1 評価対象経路の設定 

1.2 評価対象経路の区間別延長･幅員の調査 

1.3 損失時間・心理的負担時間に関わる施設形態の調査 

ステップ３ 一般化時間の算出 

３.１ 乗り換えによる所要時間の一般化時間への換算 

３.２ 損失時間・心理的負担時間の加算 
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（2 ）一般化時間の算出に関わる調査の概要 
  

ステップ１：評価対象経路における施設等の立地状況調査 

 
 

1.1 評価対象経路の設定 

評価対象とする乗り換え経路は、評価の目的に応じて現況や整備計画を考慮したうえで設

定する。 

評価対象経路の設定にあたり、あらかじめ問題のある経路が分かっている場合は、その経

路を評価対象とする。また、整備事業の事前･事後評価の場合は、整備により乗り換え利便性

が変化する、もしくは変化した経路を評価対象として選定する。 

さらに、現状の評価から問題箇所を抽出する場合は、端末交通利用者数等から交通結節点

の中で主要な乗り換え経路を選定する。 
 

1.2  評価対象経路の区間別延長・幅員の調査 

評価対象とする乗り換え経路を移動形態（水平歩行、階段上り・下り等）別に区分し、各々

の移動区間の延長・幅員を計測する。また、階段部については段数を、エスカレーター部に

ついては立ったままの状態での所要時間を調査する。 

乗り換え経路の区間延長は、経路上の動線に沿って区間ごとに計測する。幅員については、

評価対象経路上で混雑や錯綜が生じる恐れがある連絡通路や階段部についてのみ計測を行う。

そのため、歩行者密度計測を実施することも考慮した上で、調査断面を決定する。 

また、階段・エスカレーターについては、可能な場合は一段の高さと奥行きも計測する。 
 

1.3  損失時間・心理的負担時間に関わる施設形態の調査 

調査対象とする施設は乗り換えを支援する情報提供施設、待ちスペースの上屋、送迎用自

動車乗降場であり、それらの施設が設置されるべき箇所での有無を調べる。また、駐車場と

駐輪場については立体構造であるか否かを調査する。 

評価対象とする施設の設置されるべき箇所としては、経路案内情報は乗り換え経路の分岐

部とし、接近情報・遅延情報は電車やバスの待ち空間、送迎用自動車乗降場は駅前広場内ま

たはその近接場所とし、各々の箇所における施設の有無を調査する。 

参考までに図 7-5 に上記 1.2,1.3 に関する調査票の例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  ７-５ 現況施設調査票の例 

駅名：○○駅（経路１　□×線１番ﾎｰﾑ→△□線３番ﾎｰﾑ）

通路 通路 通路 通路

距離（cm） 5,380 4,670 1,730 1,940

段数

高さ（cm）

奥行き（cm）

ｴｽｶﾚｰﾀの所要時間（秒）

通行量観測地点全幅員（cm） 540

通行量観測地点動線幅員（cm） 540 290

290

35.5

1,760 969

525 791 384

24

ゴール

2,660 2,350

改札 ｴｽｶﾚｰﾀ 改札 階段

1,253

　経路図

ｽﾀｰﾄ 階段

35

通行量観測断面 通行量観測断面

改札

改札
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ステップ 2：対象経路の所要時間調査および歩行者交通量調査 

 

2.1  評価対象経路の区間別の所要時間（Ｔｎ）の計測 

評価対象とする乗り換え経路に対し、移動に要する時間を調査するが、その際に移動区間
毎に経過時間を計測する。 
なお、施設の整備計画の評価を行う場合は乗り換えによる所要時間の計測が不可能である

ため、歩行速度から所要時間を推計する。 

 

所要時間の計測は調査員が時計を持ち、実際に人の流れに沿って行う。数値の安定のため

1 つの乗り換え経路につき５回以上計測し、その平均値を代表値とする。また、利用者属性

については必要に応じて、時間帯別（混雑時・平常時）や目的別（業務目的、自由目的）、高

齢者・非高齢者別に計測することが望ましい。利用者属性を分けない場合は、駅利用者特性

から、主たる利用者を対象とする計測を行う。 

参考までに図 7-6 に所要時間の調査票の例を示す。 

 

図  ７-６ 所要時間調査票の例 

 

駅名：○○駅（経路１　□×線１番ﾎｰﾑ→△□線３番ﾎｰﾑ）

時 分 秒 時 分 秒 時 分 秒 時 分 秒 時 分 秒 時 分 秒 時 分 秒 時 分 秒 時 分 秒 時 分 秒 時 分 秒 時 分 秒

通過時間 7 1 11 7 1 26 7 1 53 7 2 34 7 2 36 7 3 13 7 3 45 7 3 59 7 4 1 7 4 24 7 4 39 7 4 54

所要時間（秒） 41 37 14 23

通行量値（5分計） 228

通過時間 7 14 20 7 14 39 7 15 8 7 15 54 7 16 56 7 17 35 7 17 50 7 18 1 7 18 5 7 18 16 7 18 32 7 18 56

所要時間（秒） 46 39 11 11

通行量値（5分計） 278

通過時間 7 33 33 7 33 52 7 34 43 7 35 34 7 35 37 7 36 7 7 36 30 7 36 57 7 37 0 7 37 24 7 37 36 7 38 0

所要時間（秒） 51 30 27 24

通行量値（5分計） 150

通過時間

所要時間（秒）

通行量値（5分計）

通過時間

所要時間（秒）

通行量値（5分計）

　経路図

4

5

到着

15

3

計
測
本
数

1

2

（通過） （通過）（滞留含む）（通過）（滞留含む）

到着
通路

通路

□×線

（滞留含む）

スタート

（降車）

終了ﾎｰﾑ中央

階段（豊橋側／上り）

到着 終了終了 終了到着

改札口（南）改札口 ｴｽｶﾚｰﾀ

ﾎｰﾑ中央
（通過）

通路
通路

（通過）（滞留含む）（滞留含む）

ゴール

△□線

階段（南改札口側／下り）

到着 終了

27 2 32 2 15

121

15

19 29 62 15 4 16 24

166

19 51 3 23 3 12 24

375

通行量観測断面 通行量観測断面

改札

改札
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○交通結節点整備の計画段階での評価の場合 

 整備計画段階での評価を行う場合は、計画実施後の乗り換え所要時間を実測できないため、本

マニュアルで設定した歩行速度より所要時間を推計する。混雑を考慮すべき場合には、歩行者数

より混雑を加味したモデル式を用いて歩行速度を決定する。 

 

【平常時（非混雑時）の歩行速度（既往研究等による）】 

対象区間に混雑がないと想定される場合には、自由歩行が可能な状態と考え、移動形態別の歩

行速度を用いることとする。 

 本マニュアルにおいては通勤目的の利用者の歩行速度は、実態調査に基づいて設定している。

高齢者自由目的の歩行速度は、既往研究を参考に設定した。表 7-2 に移動形態別、通勤目的と高

齢者自由目的の歩行速度を示す。 

  

 

表  ７-２ 移動形態別・利用者属性別の歩行速度（自由歩行速度） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：エスカレータを利用する場合、「歩いて利用」するのは、主に通勤目的の場合と考えられるため、こ

こではエスカレーターを歩いて利用する場合の歩行速度は、通勤目的のみ設定した。なお、単位は、

単位時間当たりに上る（下る）高さとしている。

通勤目的 高齢者自由目的

水平移動

(単位：m/s)

階段上り

(単位：段/s)

階段下り

(単位：段/s)

エスカレーター(※1)上り(歩いて利用)

(単位：m/s)

エスカレーター(※1)下り(歩いて利用)

(単位：m/s)

0.52

0.46

1.70 1.30

1.71 1.53

1.40 1.10

利用者属性
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【混雑時の歩行速度の考え方】 

 混雑時においては、表 7-3 に示した水平歩行及び階段上り・下りにおける混雑状況を加味した

歩行速度算定式を用いて、混雑時の乗り換え所要時間を算出する。これらの歩行速度算定式は実

測に基づいて設定されたものである。 

ここで、混雑を考慮する必要があるか否かは、乗り換え経路の施設状況（幅員等）、及び利用

者数をもとに、既存文献で整理されている歩行者の通行阻害が生じるとされる混雑指標※2を目安

に判断する。 

  

表  ７-３ 混雑時の移動形態別の歩行速度算定式 

水平移動歩行速度算定式 

Ｖlevel ＝ -0.562 con ＋ 1.404  (7.3) 
 

 Ｖlevel：水平移動歩行速度（ｍ／秒） 

    con：混雑指標（歩行者混雑度） 

階段上り歩行速度算定式 

Ｖup ＝ -0.1489 con ＋ 1.703  (7.4) 
 

  Ｖup ：階段上り歩行速度（段／秒） 

   con：混雑指標（歩行者混雑度） 

階段下り歩行速度算定式 

Ｖdown ＝ -0.0938 con ＋ 1.713 (7.5) 
 
 Ｖdown：階段下り歩行速度（段／秒） 

    con：混雑指標（歩行者混雑度） 

注）上式内での歩行者混雑度（con）は以下のように表される。 

con＝Ｍ／Ｑ 

 ここで、Ｍ：歩行者数（人／分） 

     Ｑ：歩行者空間容量（人／分） 

Ｑ＝Ｗ×Ｎ 

 ただし、Ｗ：対象区間の幅員（ｍ） 

     Ｎ：対象区間の幅員１ｍあたりの流動係数（54 人／ｍ・分、立体横断施設技

術基準・同解説による階段、歩道部の流動係数） 

 
※2：既存文献（「歩行者の空間」ジョン・J・フルーイン、1974、鹿島出版会）で整理されている

歩行者の通行阻害が生じるとされる混雑指標の目安 

水平歩行時及び階段利用時において、下表の交通流量を上回る場合、または歩行者空間モ
ジュール（歩行者専有率）を下回る場合に混雑状況を加味した歩行速度を設定することが
望ましい。 

 

表  ７-４ 歩行者の通行阻害が生じるとされる混雑指標の目安 

 交通流量 歩行者空間モジュール 

水平歩行時 ３３人／ｍ・分 2.5ｍ2／人 

階段利用時 ２３人／ｍ・分 1.5ｍ2／人 

 

2.2 混雑箇所における歩行者交通量の計測 

歩行者錯綜区間の通過による心理的負担を考慮するか否かを判断するため、乗り換え経路

上で錯綜が生じている箇所の任意の断面で歩行者通行量を計測する。 

評価対象経路上で混雑や錯綜が生じていない場合にはこの計測は省略してもよい。 

通勤目的の一般化時間を求める際の歩行者通行量の計測は、駅では列車が到着したときに

混雑が見られるため、到着便からの降車客による混雑に合わせて観測時間は５分間として計

測するものとする。 
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ステップ３：一般化時間の算出 

 

計測された所要時間を等価時間係数を用いて一般化時間に換算し、これに損失時間および心理

的負担時間を加算して、乗り換え時の一般化時間を算出する。 

以下に示す利用者属性別・移動形態別の等価時間係数や損失時間・心理的負担時間は、駅利用

者に対する聞き取り調査に基づき決定したものである。 

 

３.１ 乗り換えによる所要時間の一般化時間への換算 

利用者属性別・移動形態別の等価時間係数を移動区間ごとの所要時間に乗じて、一般化時

間に換算する。 

 

2.1 で計測した移動区間毎の所要時間に対し、表 7-5 の中から該当する等価時間係数Ｗｎを

乗じて一般化時間に換算する。 

 
表  ７-５ 利用者属性別・移動形態別の等価時間係数（Ｗｎ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通勤目的
非高齢者
業務目的

非高齢者
自由目的

高齢者
自由目的

水平移動 1.00 1.00 1.00 1.00

階段上り 1.59 1.32 1.78 1.60

階段下り 1.46 1.41 1.19 1.15

待ち（立位） 0.76 0.72 0.74 0.74

待ち（座位） 0.49 0.45 0.43 0.46

エスカレータ上り（乗ったまま） 1.08 0.98 1.25 1.03

エスカレータ上り（歩いて利用） 1.73 1.29 1.92 1.38

エスカレータ下り（乗ったまま） 0.89 0.87 0.80 0.58

エスカレータ下り（歩いて利用） 1.30 1.28 1.07 0.83

動く歩道（乗ったまま） 0.46 0.47 0.47 0.47

動く歩道（歩いて利用） 1.28 1.38 1.32 1.24

移動形態
利用者属性
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3.２  損失時間・心理的負担時間の加算 

 以下に示すような施設の利用形態・立地形態により時間損失や心理的負担が生じる場合、

損失時間・心理的負担時間を一般化時間に加算する。 

・乗り換え経路案内や車両の接近情報等の情報が不足している場合に生じる時間損失 

・バス乗り場の待ち空間に上屋がない場合等に感じる心理的負担 

・歩行者同士の錯綜が見られる区間を通過することにより感じる心理的負担 

○情報提供がない場合に生じる損失の時間換算 

 情報提供の有無に関わる時間損失については、乗り換え経路案内などの利用者の移動に関す

る情報、運行車両の接近や遅延に関する情報、定常時の所要時間や車両内の優先座席位置案内

等の運行に関わる情報を対象とする。 

 実際に交通結節点で乗り換えを行う際に、情報提供の有無による損失が生じる箇所および損

失時間の設定方法は表 7-6 に示すとおりである。したがって、乗り換え経路の分岐点に経路案

内情報がない場合や列車やバス乗り場に運行車両の接近・遅延情報や所要時間、優先座席位置

案内等の情報がない場合には、表 7-7 に示す損失時間を一般化時間に加える。 

 

表  ７-６ 情報提供の有無による損失の時間換算の考え方 

評価項目 損失が生じる箇所 損失時間の設定方法 

乗り換え経路情報がないこと
による損失 

乗り換え経路の分岐点 
乗り換え経路案内の情報がない場合に駅員
等に経路を聞こうとするまでの時間を聞き
取り調査から決定 

運行車両の接近･遅延等の情
報がないことによる損失 

列車･バス等の乗り場 
運行情報がない場合に自ら情報を取得する
のに費やしても良いと考えられる時間を聞
き取り調査から決定 

定常時の運行所要時間や優先
座席位置案内等の情報がない
ことによる損失 

列車･バス等の乗り場 
所要時間等に関する情報がない場合に駅員
等に情報を聞こうとするまでの時間を聞き
取り調査から決定 

 

 

表  ７-７ 利用者属性別の情報提供の有無による損失時間 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１)乗り換え経路の情報は、出勤目的の利用者にとっては日常的な移動に関わる情報のため、当該情報の有無によ

る損失時間は発生しないものとする。 

注２)優先座席位置、ノンステップ車両等の案内情報は、移動制約者を対象とした情報内容となるため、当該情報の

有無に伴う損失時間計測対象としては、高齢者自由目的のみとする。 

乗り換え経路情報に
関する項目

17.1 秒 26.4 秒 9.4 秒

25.6 秒 24.9 秒 26.4 秒 26.6 秒

33.9 秒 36.3 秒 38.6 秒 35.6 秒

17.9 秒 20.5 秒 14.7 秒

8.8 秒

7.8 秒

定常時の運行所要時間や
優先席座席位置案内等の

情報に関する項目

遅延情報が
ないことによる損失時間

優先座席位置案内が
ないことによる損失時間

ノンステップ車両等案内が
ないことによる損失時間

高齢者
自由目的

接近情報が
ないことによる損失時間

所要時間情報が
ないことによる損失時間

利用者属性

乗り換え経路情報が
ないことによる損失時間

出勤目的
非高齢者
業務目的

非高齢者
自由目的

運行車両の接近･遅延等の
情報に関する項目
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○駅前広場等の利用施設形態に関わる心理的負担の時間換算 

 駅前広場等の施設形態や利用形態による心理的負担は、鉄道やバス等の待ち空間における上

屋の有無、立体駐車場や立体駐輪場の階上部分の利用、さらに送迎用自動車乗降場の有無に関

わる心理的な負担を対象とする。 

駅前広場等の施設形態による心理的負担の捉え方、心理的負担時間の設定方法については表

7-8 のように考え、表 7-9 に示す心理的負担時間を一般化時間に加算する。 

 

表  ７-８ 施設形態別の心理的負担の時間換算の考え方 

 心理的負担の捉え方 心理的負担時間の設定方法 

列車やバス等の待ち空

間での上屋の有無 

待合所・乗降場における上屋

が無い場合の心理的負担 

降雨時に雨宿り出来る場所へ移動する場合

に許容できる移動距離を聞き取り調査によ

り決定 

立体駐車場や立体駐輪

場の利用 

駐車・駐輪場が立体の場合の

１階以外の利用に対する心理

的負担 

本来利用したい階が利用できない場合に発

生する距離抵抗（どの程度施設が遠ざかっ

ても良いか）を聞き取り調査により決定 

送迎用自動車乗降場の

有無 

送迎用自動車乗降場が駅前広

場内にない場合に駅前広場外

で乗降する際の心理的負担 

駅前広場内に送迎用自動車乗降場が設置さ

れる場合、許容できる駅からの距離を聞き

取り調査により決定 

 
 

表  ７-９ 利用者属性別の駅前広場等の施設形態に関わる心理的負担時間 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

注）立体駐輪場については、高齢者自由目的の利用が極めて少ないため、当該評価値の対象から除く 
 

7.4 秒 8.5 秒 15.1 秒 12.4 秒

33.8 秒 26.7 秒 31.0 秒 25.0 秒

14.2 秒 16.8 秒 15.6 秒

39.2 秒 40.8 秒 41.3 秒 39.3 秒

非高齢者
業務目的

立体駐車場の階上部利用
による心理的負担時間

立体駐輪場の階上部利用
による心理的負担時間

高齢者
自由目的

上屋が無い待ち空間の
心理的負担時間

送迎用自動車乗降場がない
ことによる心理的負担時間

非高齢者
自由目的

利用者属性

出勤目的
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○歩行者錯綜空間における心理的負担の捉え方 

 歩行者錯綜空間の通過による心理的な負担は、評価対象経路のうち歩行者錯綜が生じている

区間において、進行方向に対して直角に交差する錯綜の場合と対面で錯綜する場合に分けて心

理的負担を時間換算し、一般化時間に加算する。 

【歩行者錯綜による心理的負担を考慮する歩行者交通量の目安】 

歩行者錯綜による心理的負担を考慮する閾値は表 7-10 に示すとおりとし、錯綜が見られる区

間における歩行者交通量（2.2 で計測）が 50 人/m・分を超えている場合、その計測区間では心

理的負担を考慮することとする。 

既存文献（「歩行者の空間」ジョン・J・フルーイン、1974、鹿島出版会）によると錯綜が原

因で歩行に影響を受けるとされる歩行者空間モジュールは 1.5m2/人以上※3 とされており、この

ときの歩行者交通量は通勤時の歩行速度を考慮すると 50 人/m･分である。 

 

表  ７-１０ 歩行者錯綜区間の通過による心理的負担を考慮する閾値 

歩行者通行量 歩行者空間モジュール 

５０人／ｍ・分 １．５ｍ2／人 

 

錯綜区間の通過により発生する心理的負担を時間換算する場合、１ｍあたりの心理的負担時

間に錯綜区間の距離を乗じて心理的負担時間を換算する。利用者属性別・錯綜形態別（交差・対

面）の１ｍあたりの心理的負担を表 7-11 に示す。 
 

（錯綜区間の通過による心理的負担時間）＝ ｌ  ×  Ｌ        （7.6） 
 

ただし、ｌ：錯綜区間の移動による１ｍあたりの心理的負担時間(秒/m） 
  Ｌ：評価対象となる歩行者錯綜空間の距離(m) 

 

表  ７-１１ 利用者属性別・錯綜形態別の心理的負担（秒/m） 

利用者属性 進行方向交差型 進行方向対面型 

出勤目的 

非高齢者業務目的 

非高齢者自由目的 

０．４ ０．６ 

高齢者自由目的 ０．８ １．０ 

 

 

※3 なお、歩行者錯綜空間を通過する際の満足度と歩行者密度の関係を国総研でも調査しており、

図 7-7,8 に示す調査結果からも進行方向交差型・対面型のどちらの場合でも、0.6 人／㎡

（1.7m2/人）程度以上を目安とすべきだと考えられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７-７ 空間満足度と歩行者密度の関係(交差型) 図 ７-８ 空間満足度と歩行者密度の関係(対面型) 
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参考：等価時間係数や損失時間・心理的負担時間の設定 

 

等価時間係数や損失時間・心理的負担時間は、本マニュアルにより設定した値を用いることを

基本としている。しかし、都市のターミナル的な駅と観光地の駅とで利用者の時間価値が異なる

ように、交通結節点の特性により等価時間係数や損失時間・心理的負担時間も異なることがある。

したがって、必要に応じて等価時間係数や損失時間・心理的負担時間は、調査を実施して設定す

る。以下に聞き取り調査にもとづく等価時間係数や損失時間・心理的負担時間の設定方法を示す。 

 

①  等価時間係数の設定 

交通結節点の利用者に対して聞き取り調査を実施し、移動形態別・利用者属性別の等価時

間係数を設定する。 

 

○聞き取り方法 

 聞き取り方法は、朝の混雑時において駅ホームで電車待ちをしている人を対象に、移動に伴

う負担について択一形式の質問を行う。朝の混雑時以外は、駅改札口付近において、駅を利用

している人を対象に調査を行う。 

 

○移動形態別の等価時間係数の設定方法 

 以下の例に示すように、等価時間係数を設定する場合は、基準とする水平歩行と等価時間係

数を設定する移動形態との選択性に関する設問に対し、被験者の累積選択率が 50％となる点

(中央値)を等価と考える。以下に例示したのは、水平歩行を基準とした場合の階段上りの等価

時間係数の設定方法を示したものである。  

 

設問例：階段の上りについて、平坦部の 60 秒間の歩行と比較した場合、上り階段の利用

は何秒間に相当しますか。次の中から選んでください。 

１．１5 秒間の上り階段利用に相当する。 

２．３０秒間      〃       

３．４５秒間      〃       

４．６０秒間（徒歩利用と同じ）の上り階段利用に相当する。 

 

    回答例： 

水平歩行との比較 

(60 秒=約 80ｍの移動） 

  １．累積選択率 100％ 

  ２．累積選択率 70％ 

  ３．累積選択率 ４0％ 

  ４．累積選択率 20％ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  ７-９ 等価時間の設定方法 
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この結果から階段上りの等価時間を決定する場合、階段上りの累積選択率が 50％となる点を

水平歩行と等価であると見なす。したがって、図 7-9 によると階段上りの水平歩行に対する等

価時間は 40 秒となる。 

等価時間が決定したら、基準となる水平歩行の移動時間に対する比を求め、この逆数が等価

時間係数となる。したがって、この場合の上り階段利用の等価時間係数は、以下のように 1.5

となる。 

  水平歩行に対する上り階段利用の等価時間係数 

＝水平歩行の時間（60 秒）／上り階段利用の等価時間（40 秒）＝1.5 

 

 

②  損失時間・心理的負担時間の設定 

施設形態、利用形態による時間損失や心理的負担について、交通結節点の利用者に対して

聞き取り調査を実施し、損失時間や心理的負担時間を設定する。 

 

○情報提供がない場合に生じる損失時間の設定方法 

 必要な情報提供がない場合に発生する損失時間は、代替として情報を得るために行動に移すま

での時間に換算する。以下に例示したのは乗り換え経路案内がない場合に発生する損失時間を得

るためのアンケート設問例とその結果の例である。 

 
設問例：初めて訪れた駅で乗り換えの際、その乗り換え経路上の分岐点でどちらに進んでよいか判らな

い場合、目的施設へ向かうために何らかの情報を得ようとそこに立ち止まった経験があると思いま

すが、立ち止まって情報が得られなかった場合、どの程度の時間の後に駅員、周りの人に順路を聞

こうとしますか。最も近いものを１つ選んで下さい。 
 

１．判らなければすぐに駅員、周りの人に聞こうとする 

２．１０秒程度で判らなければ駅員、周りの人に聞こうとする 

３．３０秒程度で判らなければ駅員、周りの人に聞こうとする 

４．５０秒程度で判らなければ駅員、周りの人に聞こうとする 

５．７０秒程度で判らなければ駅員、周りの人に聞こうとする 

  

移動に関する情報の有無に関

わる損失時間を取得する場合、

上記の設問に対する累積選択率

が50％となる点を等価値として

設定する。したがって、図 7-10

によると乗り換え経路の案内情

報が無い場合の損失時間は２５

秒となる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  ７-１０ 等価時間の設定方法 

回答例： 

経路案内がわから 

ない場合人に聞く 

までの時間 
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２．累積選択率  80%

３．累積選択率  40%

４．累積選択率  30%

５．累積選択率  10%
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車両の接近情報、遅延情報や所要時間情報がない場合の損失時間は、その情報を取得するた

めに自らが移動する時間として設定するが、被験者が時間を選択要因として回答するよりも、距

離を選択要因としたほうが回答しやすい場合には、以下のような設問が考えられる。 

 

【接近情報の有無】 

設問例：乗り換え経路上に、次に利用する交通機関の運行情報案内（例えば、次の列車の発車時刻等）

が無い場合、次の交通機関の待ち時間にイライラ（焦燥･不安）感を感じないために自分で情報

を得ようとする際、どの程度の距離までなら案内板等を確認に行きますか。許容できる範囲に

最も近いものを１つ選んで下さい。 
 
１．運行情報案内を見に行くことはしない 

２．２０ｍ先までなら運行情報案内を見に行く（移動時間約３０秒） 

３．４０ｍ先までなら運行情報案内を見に行く（移動時間約６０秒） 

４．６０ｍ先までなら運行情報案内を見に行く（移動時間約９０秒） 

５．８０ｍ先までなら運行情報案内を見に行く（移動時間約１２０秒） 

 

【所要時間情報の有無】 

設問例：乗り換え経路上に目的地への所要時間に関する情報案内がなかった場合、目的地への到着時刻

や次の交通機関との円滑な乗り換えのための情報を自分で得ようとする際に、どの程度の距離

までならその情報案内等を確認に行きますか。許容できる範囲に最も近いものを１つ選んで下

さい。 
 

１．所要時間に関する案内を見に行くことはしない 

２．１０ｍ先までなら運行情報案内を見に行く（移動時間約１５秒） 

３．２０ｍ先までなら運行情報案内を見に行く（移動時間約３０秒） 

４．３０ｍ先までなら運行情報案内を見に行く（移動時間約４５秒） 

５．４０ｍ先までなら運行情報案内を見に行く（移動時間約６０秒） 
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○駅前広場等の施設形態に関わる心理的負担時間の設定方法 

 鉄道やバス等の待ち空間における上屋のない場合、立体の駐車場や駐輪場の階上部分を利用

する場合、送迎用自動車乗降場のない場合の心理的負担時間は、聞き取り調査により求められ

る心理的負担を回避するために要する限度時間とする。以下にそれぞれのアンケート調査の設

問例を示す。 

 

【乗り換え施設の待ち空間の上屋の有無】 

設問例：雨天時（小雨）に、上屋がないタクシー・バス乗場での乗車待ちにおいて、雨に濡れない場所

へ移動して乗車待ちするとした場合、どの程度の距離であれば移動しようとしますか。最も近

いものを１つ選んで下さい。 

    なお、雨に濡れずに待てる場所からは、タクシー・バス乗場が見えているとします。 
 
１．わざわざ雨宿りしには行かない 

２．タクシー・バス乗場から２０ｍ程度離れても雨宿りしたい（移動時間約１５秒） 

３．タクシー・バス乗場から４０ｍ程度離れても雨宿りしたい（移動時間約３０秒） 

４．タクシー・バス乗場から６０ｍ程度離れても雨宿りしたい（移動時間約４５秒） 

５．タクシー・バス乗場から８０ｍ程度離れても雨宿りしたい（移動時間約６０秒） 

 

【立体駐車場の階上利用】 

（平面駐車場を利用している人を対象として聞き取り調査を行う場合） 

設問例：新たに立体駐車場が整備され、その階上部を利用する場合、現在の駅舎入口から今の駐車場ま

での距離（約○○ｍ）を基準に、どの程度駅舎の入口に近くなったら利用してもよいと思いま

すか。最も近いものを１つ選んで下さい。 
 
１．今より１０ｍ程度近くなれば利用する（移動時間約○○秒） 

２．今より３０ｍ程度近くなれば利用する（移動時間約○○秒） 

３．今より５０ｍ程度近くなれば利用する（移動時間約○○秒） 

４．今より７０ｍ程度近くなれば利用する（移動時間約○○秒） 

５．今より９０ｍ程度近くなれば利用する（移動時間約○○秒） 

 

【送迎用自動車乗降場の有無】 

設問例：新たにタクシー･バスとは分離したロータリーが整備され、そこに送迎スペースが設けられる

とした場合、送迎スペースと駅舎入口までの距離としては最大どの程度までなら利用しますか。

最も近いものを１つ選んでください。 
 
１．駅舎入口から２０m 程度であれば送迎スペースを利用する（移動時間約１５秒） 

２．駅舎入口から４０m 程度であれば送迎スペースを利用する（移動時間約３０秒） 

３．駅舎入口から６０m 程度であれば送迎スペースを利用する（移動時間約４５秒） 

４．駅舎入口から８０m 程度であれば送迎スペースを利用する（移動時間約６０秒） 

５．駅舎入口から１００m 程度であれば送迎スペースを利用する（移動時間約７５秒） 
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○歩行者錯綜空間における心理的負担時間の設定方法 

歩行者錯綜状況下における負担感は、実際に錯綜区間を通過した人を対象に、「その区間を通

過したことによる負担感（通過に要したと感じる時間）」を聞き取り調査から把握し、式（7.7）

により実際の所要時間との差から１m 当たりの心理的負担時間を設定する。以下に聞き取り調査

の設問例と１ｍあたりの心理的負担時間の算定式を示す。 

  

【歩行者錯綜区間の通過】 

設問例：今通過された○○から○○までの移動の際、混雑していたと思いますが、混雑がな
い場合は約○○秒で移動できるこの区間の移動に、どの程度要したと思いましたか。混雑の
影響を考慮して感じた所要時間をお答えください 

移動に要したと感じる時間：     秒 

 

 

ｌ（１ｍ当たりの心理的負担時間）＝                    (7.7) 
 

 

ここで、ｌfe：Ｌ（ｍ）移動する際に被験者が感じた時間 

    ｌre：Ｌ（ｍ）の移動に要した実時間 

    Ｌre：評価対象となる歩行者錯綜空間の距離(ｍ) 

 

 

【参考：聞き取りサンプル数】 

 単純無作為抽出における標本の大きさは、下式により決められる。 

 

  ｎ＝                               （7.8） 

 
Ｎ：母集団の大きさ  ｎ：抽出サンプル数 ｔα：信頼度係数 ｄ：許容する誤差 

（7.6）式はＮが十分に大きく、ｎが小さい場合は、（Ｎ≒Ｎ－１、1／Ｎ≒０） 

 

   ｎ＝                  （7.9） 

   α2＝Ｐ×(１－Ｐ) Ｐ：母集団の比率（二者択一の場合は P=0.5） 

となる。 

 等価時間係数の調査では２つの選択肢の間で回答が分かれることが多いため、二者択一として

許容する誤差とサンプル数の関係（信頼度 95%ｔ0.05=1.96）を整理すると下表となる。ここでは

許容誤差 10％以下を目標にサンプル数を確保することが望ましい。したがって、等価時間係数

の設定に関しては約 100 サンプル以上を目標に聞き取り調査を行うこととする。 
 

許容誤差 サンプル数 

5%（± 2.5%） 385 

10%（± 5.0%） 96 

15%（± 7.5%） 43 

20%（±10.0%） 25 

Ｎ 

{(Ｎ-1)d2／tα
2α2}+1 

ｔα
2α2 

d2 

ｌfe－ｌre 

Ｌ 
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７-３ 評価手法の活用場面 
 

 本評価手法は、以下のような場面での活用が考えられる。 

 

【現状の交通結節点の問題把握への活用】 

 現状の交通結節点での乗り換えに関する移動負担感を一般化時間で定量化し、乗り換えが不便

な乗り換え経路を示す。さらに、この不便な乗り換え経路に対する改善計画を検討し、改善策を

講じた場合の効果分析に用いる。 
 

【交通結節点改善事業の事後評価への活用】 

 エスカレーター、エレベーターの設置による時間短縮や移動負担感軽減の効果、また、駐車場、

駐輪場の新設等による乗り換え利便性の変化を定量的に把握し、これらの便益を貨幣換算して整

備事業施工後の評価に対する指標として用いる。 
 

【交通結節点の整備計画の評価への活用】 

 交通結節点整備の計画段階において複数の比較案がある場合、各々の比較案での乗り換え経路

を対象に移動負担感を含む一般化時間を把握した上で比較案の評価を行い、計画決定のための基

礎資料とする。 

 

 次頁以降に上記の活用場面の概要を示す。 
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（1 ）現状の交通結節点の問題把握への活用 
 

【概要】 

・一般化時間を用いて乗り換えによる負担感を把握し、交通結節点内すべての乗り換え経路の中

から、乗り換え利便性の面で問題がある乗り換え経路を特定する。 

・各乗り換え経路の利便性の比較を行う場合は、所要時間に対する一般化時間の比で示される移

動抵抗係数で評価を行う。 

・問題があると特定された乗り換え経路に対して改善計画を検討し、改善施策の導入に伴う効果

を一般化時間の減少量で示し、改善策の有効性を判断するための基礎資料とする。 

 

 

【活用フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２)乗り換え経路に関する利用環境調査 
 

・乗り換え経路、施設現況調査 
・経路別の所要時間調査

３)乗り換え時の一般化時間の算出 

５)乗り換え利便性が低い経路に対する改善策の検討 

４)一般化時間による乗り換え利便性の評価 

・移動抵抗係数（所要時間に対する一般化時間の比）

による検討 
・問題となる乗り換え経路の特定 

現状の交通結節点の問題把握への活用 

※等価時間係数や損失時間・心理

的負担時間の取得 

１)評価対象結節点の現況の把握 

・各交通機関の利用者数および乗り換え経路の把握
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１)評価対象結節点の現況の把握 

①評価対象とする交通結節点の１日あたりや混雑時の利用者数、交通機関別の利用者数等を調べ、

評価対象結節点の特性を把握するとともに、各交通機関間の乗り換え経路を確認する。 

②利用者数等を考慮して評価対象とする乗り換え経路を設定する。なお、乗り換え利便性の面で

あらかじめ問題となっている経路が分かっている場合にはその経路も評価対象に加える。 

 

2)乗り換え経路に関する利用環境調査 

①評価対象とした乗り換え経路の構成（通路、階段、エスカレーター等）と構成要素の立地状況

（幅員、延長等）、および経路上の施設の整備状況（乗り換え経路情報案内、待ち空間における

上屋、送迎用自動車乗降場等の有無）を調査する。 

②評価対象経路を移動形態（水平歩行、階段利用、エスカレーター利用等）別に区分し、移動区

間ごとに所要時間を計測する。 

③評価対象経路上に歩行者錯綜が見られる場合は、歩行者の錯綜状況（交差・対面）の確認と錯

綜区間の主要な動線の歩行者交通量を計測する。 

④等価時間係数や損失時間・心理的負担時間は、本マニュアルで設定した数値を用いてもよいが、

必要に応じて聞き取り調査を実施し、その結果に基づき設定してもよい。聞き取り調査の必要

性は、評価対象結節点の特性（著しい混雑が発生、観光駅等で利用者が特殊等）を考慮した上

で決定する。 

 

3)乗り換え時の一般化時間の算出 

①上記 2)で把握した乗り換え所要時間から、等価時間係数を用いて一般化時間を算出する。 

②乗り換え経路上に経路案内情報がない、待ち空間に上屋がない、送迎用自動車乗降場等がない

場合は、該当する損失時間や心理的負担時間を一般化時間に加算する。 

③乗り換え経路上で歩行者の錯綜が見られる区間で、歩行者交通量が 50 人/m･分を超える場合は

錯綜による心理的負担を考慮するものとし、心理的負担時間を一般化時間に加算する。 

 

4)一般化時間による乗り換え利便性の評価 

①上記 3）で算出された各評価対象経路の一般化時間を比較して、それらの利便性を評価し、結

節点の改善の検討等を行うときの基礎資料とする。 

②また、上記 3)で算出された一般化時間と上記 2)で計測された所要時間から移動抵抗係数を算

出し、上記①と合わせて各経路の乗り換え利便性を評価する方法も考えられる。 

 

5)乗り換え利便性が低い経路に対する改善策の検討 

①上記 4)による評価結果に基づき、乗り換え利便性の低い経路に対する改善策を検討する。 

②改善策を実施した場合の経路での乗り換え所要時間の推計は、表 7-2 に示した歩行速度を用い

る。また、混雑時の乗り換え所要時間は、上記 1)で調べた混雑時の利用者数から表 7-3 に示し

た混雑時の水平・階段歩行速度を求め、推計する。 

③推計された所要時間から等価時間係数を用いて改善策導入後の一般化時間を算出し、上記 3）

で算出した改善策導入前の一般化時間と比較し、改善策の効果を評価する。 

④また、移動抵抗係数を改善策導入前後で比較して、上記③と合わせて改善策の効果を評価する

ことも考えられる。 
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（2 ）交通結節点改善事業の事後評価での活用 
 

【概要】 

・改善事業が実施された駅を対象に、一般化時間を用いてその事業による移動負担感の軽減に関

する便益を算出し、金額換算して、費用対効果（B/C）の検討に用いる。金額換算は改善前後

の一般化時間から、次式を用いて行う。 

      Ｂ＝ΣＮ×ΔG×α ※4    （7.10）             

Ｎ ：評価対象経路の利用者数（人/日） 

ΔG：一般化時間の短縮量（秒） 

α ：時間価値原単位（0.8 円/秒・人 ※5） 

 

・また、本評価手法を用いることで既存の駅前広場便益計測手法では対象としていない情報提供

や、待ち空間における上屋の設置に対する便益評価が可能である。 

 
 
 
※4 既存の時間短縮による駅前広場の改善事業の便益計測方法 

出  典 平成 11 年度都市内道路評価手法検討調査（H12.3、建設省都市局） 

評 価 項 目 歩行者の時間短縮便益（交通機関の乗り換え） 

便益の計測方法 
・バス、タクシー、自家用車、徒歩と鉄道の乗り換えについて、駅前広場の改善の

有無による歩行距離（時間）の変化量を求め、時間価値原単位を乗じて算出する。

Ｂ＝ΣＮ×Δｔ×α 

Ｎ ：バス利用、タクシー・自家用車利用、徒歩での鉄道乗り換え人数（人/日）

Δｔ：歩行時間の短縮量（分/人）･･･乗り継ぎ経路別に歩行距離の短縮量を歩

行速度（平面移動 85ｍ/分）で除して算出 

α ：時間価値原単位（円/分） 

 

※5 時間価値原単位について 

費用便益分析マニュアル（H15.8、国土交通省道路局、都市・地域整備局）による乗用車の時間評価値（62.86

円／台・分）と H11 道路交通センサスにおける乗用車の平均乗車人数（1.3 人）より設定した。 

     62.9 円/台･分 ÷ 1.3 人/台 ＝ 48.4 円/分・人 ＝ 0.8 円/秒・人 
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【活用フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)乗り換え時の一般化時間の算出

交通結節点改善事業の事後評価での活用  

2)乗り換え経路の利用環境調査 
 

・乗り換え経路、施設現況調査 
・乗り換え経路別の所要時間調査 

１) 評価対象結節点の現況および改善内容の把握 

・各交通機関の利用者数、乗り換え経路の把握 

・改善事業の内容より評価対象経路の設定 

5)交通結節点改善に伴う便益による評価 

・一般化時間評価手法に基づく駅利用者の乗り換え利便性向上に関する便益の算定 

・情報提供､上屋設置に関する便益算定 

・便益の算定結果による費用対効果等の定量的評価 

4)改善前の乗り換え時の一般化時間の

算出 

・乗り換え経路、施設現況調査 

・一般化時間の算出 

※等価時間係数や損失時間・心理的

負担時間の取得 
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1)評価対象結節点の現況および施設改善内容の把握 

①評価対象とする交通結節点の１日あたりや混雑時の利用者数、交通機関別の利用者数等を調べ、

評価対象結節点の特性を把握するとともに、各交通機関間の乗り換え経路を確認する。 

②評価対象結節点に実施された改善策の事業内容を把握し、改善前後の乗り換え経路を確認する。 

 

2)乗り換え経路の利用環境調査 

①評価対象とした乗り換え経路の構成（通路、階段、エスカレーター等）と構成要素の立地状況

（幅員、延長等）、および経路上の施設の整備状況（乗り換え経路情報案内、待ち空間における

上屋、送迎用自動車乗降場等の有無）を調査する。 

②評価対象経路を移動形態（水平歩行、階段利用、エスカレーター利用等）別に区分し、移動区

間ごとに所要時間を計測する。 

③評価対象経路上に歩行者錯綜が見られる場合は、歩行者の錯綜状況（交差・対面）の確認と錯

綜区間の主要な動線の歩行者交通量を計測する。 

④等価時間係数や損失時間・心理的負担時間は、本マニュアルで設定した数値を用いてもよいが、

必要に応じて聞き取り調査を実施し、その結果に基づき設定してもよい。聞き取り調査の必要

性は、評価対象結節点の特性（著しい混雑が発生、観光駅等で利用者が特殊等）を考慮した上

で決定する。 

 

3)乗り換え時の一般化時間の算出 

①上記 2)で把握した乗り換え所要時間から、等価時間係数を用いて一般化時間を算出する。 

②乗り換え経路上に経路案内情報がない、待ち空間に上屋がない、送迎用自動車乗降場等がない

場合は、該当する損失時間や心理的負担時間を一般化時間に加算する。 

③乗り換え経路上で歩行者の錯綜が見られる区間で、歩行者交通量が 50 人/m･分を超える場合は

錯綜による心理的負担を考慮するものとし、心理的負担時間を一般化時間に加算する。 

 

4)改善前の乗り換え時の一般化時間の算出 

①改善前に測定した乗り換え所要時間に等価時間係数を乗じて、改善前の一般化時間を算出する。 

②改善前の乗り換え経路上に経路案内情報がない、待ち空間における上屋がない、送迎用自動車

乗降場等がない場合は、該当する損失時間や心理的負担時間を一般化時間に加算する。 

※もし、改善前の乗り換え所要時間を測定していない場合には、表 7-2 の歩行速度や表 7-3 の混

雑時の水平・階段歩行速度算定式を用いて算出する。 

 

5)交通結節点改善に伴う便益による評価 

①上記 3)および 4)で算定した一般化時間から、改善による一般化時間の短縮量を算出する。 

②式（7.10）より、一般化時間の短縮量から評価対象経路の乗り換え利便性向上に関する便益を

算出する。 

     Ｂ＝ΣＮ×ΔG×α     （7.10 再掲）             

Ｎ ：評価対象経路の利用者数（人/日） 

ΔG：一般化時間の短縮量 

α ：時間価値原単位（0.8 円/秒） 

③改善に要した費用を把握している場合は、費用対効果による評価も行う。 
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（3 ）交通結節点の改善計画の評価への活用 
 

【概要】 

・交通結節点の改善計画において、複数の比較案がある場合に、一般化時間を用いて各々の比較

案の評価を行う。 

・改善計画案の比較にあたっては、一般化時間に基づく便益による評価を行い、単なる移動時間

の短縮だけでなく、肉体的･心理的負担も含めた効果も評価する。 

・便益の計測は「（２）交通結節点改善事業の事後評価での活用」と同様、表 7-12 に示した既存

の駅前広場の便益計測手法を参考に、改善計画を実施した場合の一般化時間の短縮量から求め

る。 

 

【活用フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) 現状の乗り換え経路における

一般化時間の算出 

交通結節点の整備計画の評価への活用 

2) 評価対象経路の現状の利用環境調査 
 

・乗り換え経路、施設現況調査 
・乗り換え経路別の所要時間調査 

１)評価対象結節点の現況と改善計画案の把握 

・交通結節点の現状の利用者数の把握 

・主要な乗り換え経路の確認 

・改善計画案に基づく評価対象とする乗り換え経路の設定 

5) 交通結節点における施設配置案の評価 

・計画案による一般化時間の短縮量からの便益の算出 

・各計画案の一般化時間に基づく費用対効果の比較 

4) 改善計画案の評価対象経路における

一般化時間の算出 

・乗り換え経路、施設現況調査 

・経路別の所要時間推計 

・一般化時間の算出 

※等価時間係数や損失時間・心理

的負担時間の取得 
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1)評価対象結節点の現況と改善計画案の把握 

①評価対象とする交通結節点の１日あたりや混雑時の利用者数、交通機関別の利用者数等を調べ、

評価対象結節点の特性を把握するとともに、各交通機関間の乗り換え経路を確認する。 

②改善計画案から、改善により乗り換え利便性が変化すると想定される乗り換え経路を評価対象

経路として選定する。 

 

2)乗り換え経路の利用環境調査 

①評価対象とした乗り換え経路の構成（通路、階段、エスカレーター等）と構成要素の立地状況

（幅員、経路延長等）、および経路上の施設の整備状況（乗り換え経路情報案内、待ち空間にお

ける上屋、送迎用自動車乗降場等の有無）を調査する。 

②評価対象経路を移動形態（水平歩行、階段利用、エスカレーター利用等）別に区分し、移動区

間ごとに所要時間を計測する。 

③評価対象経路上に歩行者錯綜が見られる場合は、歩行者の錯綜状況（交差・対面）の確認と錯

綜区間の主要な動線の歩行者交通量を計測する。 

④等価時間係数や損失時間・心理的負担時間は、本マニュアルで設定した数値を用いてもよいが、

必要に応じて聞き取り調査を実施し、その結果に基づき設定してもよい。聞き取り調査の必要

性は、評価対象結節点の特性（著しい混雑が発生、観光駅等で利用者が特殊等）を考慮した上

で決定する。 

 

3) 現状の乗り換え経路における一般化時間の算出 

①上記 2)で把握した乗り換え所要時間から、等価時間係数を用いて一般化時間を算出する。 

②乗り換え経路上に経路案内情報がない、待ち空間に上屋がない、送迎用自動車乗降場等がない

場合は、該当する損失時間や心理的負担時間を一般化時間に加算する。 

③乗り換え経路上で歩行者の錯綜が見られる区間で、歩行者交通量が 50 人/m･分を超える場合は

錯綜による心理的負担を考慮するものとし、心理的負担時間を一般化時間に加算する。 

 

4)改善計画案の評価対象経路における一般化時間の算出 

①改善計画案の経路における乗り換え所要時間を推計する場合には、表 7-2 に示した歩行速度を

用いる。また、混雑を考慮するときは上記 1)で調べた混雑時の利用者数に基づき、表 7-3 に示

した混雑時の水平・階段歩行速度算定式を用いる。 

②改善計画案の経路における乗り換え情報提供、待ち空間の上屋、立体駐車場･駐輪場の有無等

の施設の状況を調べ、該当する心理的負担時間を計上する。 

③所要時間推計値から等価時間係数と心理的負担時間を用い、経路の一般化時間を算出する。 

 

5)交通結節点の改善計画案の評価 

①上記 3)および 4)で算出した一般化時間から、改善による一般化時間の短縮量を算出する。 

②平成 11 年度都市内道路評価手法検討調査による「歩行時間短縮便益」及び「歩行者の移動サ

ービス向上便益」を参考にし、一般化時間の短縮量から歩行者の乗り換え利便性向上に関する

便益を算出する。 

③改善に要する費用から費用対効果を求め、各計画案の比較検討を行う。 
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